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国民体育大会の概要 
 

１ 目的（公益財団法人日本スポーツ協会 国民体育大会開催基準要項第２項） 
  大会は、広く国民の間にスポーツを普及し、スポーツ精神を高揚して国民の健康増進と体力の向上 

を図り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かに

しようとするものである。 

 

２ 国体のあゆみ 

（１）昭和２１年、京都府を中心とした京阪神地方で開始、都道府県持ち回りで毎年開催され、都道府

県対抗で競技を実施する。 

（２）「東（北海道・東北・関東）」、「中（北信越・東海・近畿）」、「西（中国・四国・九州）」の３地区

の輪番制で開催。昭和６３年第４３回大会（京都府）から２巡目。 

（３）「スポーツ基本法（平成２３年８月２４日施行）」に基づき推進される国内最大の国民スポーツの

祭典。（全国障害者スポーツ大会を含む。） 

（４）「本大会」と「冬季大会」に分かれる。 

 

３ 主催 

  大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会（以下「日本スポーツ協会」という。）、文部科学

省及び開催地都道府県（以下「開催県」という。）とし、各競技会については日本スポーツ協会加盟競

技団体等（以下、「競技団体」という。）及び会場地市町村を含めたものとする。 

 

４ 開催時期及び期間 

２０２６年９月中旬～１０月中旬（この期間のうち１１日間以内） 

  ※ 会期は開催３年前（２０２３年）日本スポーツ協会が都道府県と協議して決定 

 

５ 実施競技（第８１回大会） 

（１）正式競技：３７競技   ※冬季大会３競技（スキー、スケート、アイスホッケー）を除く。 

   陸上競技、水泳、サッカー、テニス、ボート、ホッケー、ボクシング、バレーボール、体操、 

バスケットボール、レスリング、セーリング、ウエイトリフティング、ハンドボール、自転車、 

ソフトテニス、卓球、軟式野球、相撲、馬術、フェンシング、柔道、ソフトボール、バドミントン、

弓道、ライフル射撃、剣道、ラグビーフットボール、山岳、カヌー、アーチェリー、空手道、 

銃剣道、なぎなた、ボウリング、ゴルフ、トライアスロン  

 

（２）特別競技：１競技 

   高等学校野球（硬式・軟式） 

 

（３）公開競技：７競技 

   綱引き、武術太極拳、パワーリフティング、ゲートボール、グラウンド・ゴルフ、 

バウンドテニス、エアロビック 

 

（４）デモンストレーションスポーツ 

   上記（１）、（２）、（３）以外で、開催県体育協会に加盟している競技、または、開催県の特性を

生かしたもの、スポーツ振興のため重点的に実施されているもの等を選択 

  ※先催県例：トランポリン、ゲートボール、合気道 等 
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６ 参加者数（先催県実績） 

        （単位：人・延べ数） 

開催都県 選手・監督 大会関係者 観覧者 合計 

東京都（H25） ９３，６５５ １３４，６０７ ７３９，８１２ ９６８，０７４ 

長崎県（H26） １２６，９０２ １４６，５７４  ５８２，７２３ ８５６，１９９ 

和歌山県（H27） ７９，６８８ １０５，１９８  ４９２，７４１ ６７７，６２７ 

岩手県（H28） ８６，１３６ １３５，８１１  ４６１，０７５ ６８３，０２２ 

愛媛県（H29） ８７，６８０ １１３，８６１ ５２１，８５０ ７２３，３９１ 

  ※選手・監督・役員は約２万人 

 

７ 文化プログラム 

  スポーツ芸術及び郷土文化の普及啓発を目的とし、全県民が国体を盛り上げていこうとする意識高 

揚につなげる。 

 ●主催：国体文化プログラム実行委員会（開催県と特定非営利活動法人スポーツ芸術協会で組織、 

会場地市町村等を主催者に含めることができる） 

 

【参考】全国障害者スポーツ大会 

  国体終了後、第２６回全国障害者スポーツ大会を開催予定 

 ●主催：文部科学省、（公財）日本障がい者スポーツ協会、宮崎県、会場地市町村 等 

 

 

１ 会期 

  夏季大会（昭和５４年９月１６日～１９日）、秋季大会（昭和５４年１０月１４日～１９日） 

 

２ 競技及び会場市町村 

  ２９競技を１７市町村で開催 

 

３ テーマとスローガン 

 （テーマ）日本のふるさと宮崎国体、（スローガン）「伸びる心」、「伸びる力」、「伸びる郷土」 

       〔シンボルマーク〕MIYAZAKI の「M」をデザインしたもので、県民一体となって国体を盛り上げる意欲と 

                 スローガンを表現し、躍進する宮崎県の姿を象徴したもの 

 

４ 参加者数 

  選手・監督・役員（夏季・秋季大会） ２２，１７５人 

  競技役員・補助員（夏季・秋季大会）  ４，１７６人 

 

５ 成績 

  天皇杯（男女総合成績）１位（233.00点）、皇后杯（女子総合成績）１位（130.36点） 

  ※９競技で１位を獲得 

 

６ 炬火リレー 

  全県下を南北両コースに分かれて引き継がれた炬火を平和台公園で集火し、“ふるさとの火” 

となった。 

 

宮崎国体（昭和５４年）の概要 
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第２回常任委員会 報告事項２ 

 

第８１回国民体育大会準備経過 
 

年  月  日 内                 容 
 
平成２７年 １月１４日 

 

 
 

２月１２日 

 
 

２月２５日 

 
 

３月１３日 

 

 
 

３月１６日 

 
 

４月１７日 

 

 

 

 

 
 
 

６月１１日 

 
 

７月２２日 

 

 
公益財団法人宮崎県体育協会（以下「県体協」という。）臨時理事会

及び評議員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会の宮崎県開

催招致」を決議 
 

県体協が県、県議会及び県教育委員会に「平成３８年第８１回国民体

育大会の宮崎県開催招致要望書」を提出 
 

知事が第４回県議会定例会において、「平成３８年第８１回国民体育

大会及び第２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致」を表明 
 

第４回県議会定例会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及

び第２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を

全会一致で議決 
 

定例教育委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大会及び第

２６回全国障害者スポーツ大会の宮崎県開催招致に関する決議」を議決 
 

知事が文部科学省に「平成３８年第８１回国民体育大会開催要望書」

と「平成３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催要望書」を提出 
 

知事が公益財団法人日本体育協会（以下「日体協」という。）に「平

成３８年第８１回国民体育大会開催要望書」を、公益財団法人日本障が

い者スポーツ協会に「平成３８年第２６回全国障害者スポーツ大会開催

要望書」を提出 
 

日体協第１回国体委員会において、「平成３８年第８１回国民体育大

会開催申請書提出順序了解県」として承認 
 

日体協第３回理事会において、「平成３８年第８１回国民体育大会開

催申請書提出県」として了解（宮崎県開催が内々定） 
 

平成２８年 ４月 １日 宮崎県教育庁スポーツ振興課に国体準備担当を設置 
 

平成２９年 ４月 １日 宮崎県教育庁に国体・高校総体準備室を設置 
 

１０月３０日 

 
 

１１月１４日 
 

１１月１７日 
 

平成３０年 ４月 １日 
 

５月２２日 

 

７月 ９日 

第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会設立総会・第１回総会及び第

１回常任委員会を開催 
 

第１回総務企画専門委員会及び第１回施設整備専門委員会を開催 
 

第１回競技運営専門委員会を開催 
 

宮崎県総合政策部に国体準備課を設置 
 

第２回総務企画専門委員会を開催 

 

第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会第２回常任委員会・第２回総

会を開催 
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第８１回国民体育大会開催基本方針 
 

 

１ 基本方針 

宮崎県は、温暖な気候や恵まれた自然、快適なスポーツ環境を生かしたスポーツチー 

 ムのキャンプや合宿を通して、多くの選手や観光客が訪れるなど、スポーツが地域振興 

の大きな柱となっています。 

第８１回国民体育大会は、「スポーツの持つ力と可能性」により、広く県民に元気・ 

 勇気・感動を与え、県民総参加型による“おもてなしの心”あふれる大会を目指します。 

この大会の開催を契機として、競技力の向上や地域スポーツの普及・振興を図るとと 

 もに、県民の健康増進や生きがいづくりに取り組みます。 

また、本県の多彩な魅力を全国に向けて発信するとともに「スポーツランドみやざき」  

の全県展開など、スポーツを生かした「未来のみやざき」づくりを推進します。 

 

 

２ 実施目標 

（１）「チームみやざき」で創りあげる国体 

   スポーツを「する」、「みる」、「支える」など、県民がそれぞれの立場で大会に関わ 

り、競技会はもちろん、県民運動や文化プログラム等により、大会の開催機運を盛り 

上げる県民総参加型の大会を目指します。 

 

（２）スポーツの素晴らしさを体感できる国体 

指導者の養成やアスリートの育成など、計画的かつ継続的な競技力の向上を図ると 

  ともに、県民一人ひとりがスポーツを通した健康増進や生きがいづくりに取り組み、 

スポーツの喜びや楽しさを享受できる大会を目指します。 

 

（３）宮崎県の魅力を全国に発信する国体 

神話や伝統文化、豊かな自然や食に加え、充実したスポーツ環境など、本県の多彩 

  な魅力を全国に向けて発信します。 

また、来県する皆様を “おもてなしの心” で温かく迎え、県民とのふれあいや感 

動の共有による心の絆を深める大会とします。 

 

（４） 「未来のみやざき」づくりを進める国体 

   国体の開催を契機として、スポーツの拠点づくりや地域活性化、スポーツ文化の醸 

成、さらには「スポーツランドみやざき」の全県展開などに取り組み、スポーツを生 

かした「未来のみやざき」づくりを推進します。 

 

平成 29 年 (2017 年 )10 月 30 日

第 １ 回 総 会 決 定 
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平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度

2017 2018 2019 2020 2021

（開催９年前） （開催８年前） （開催７年前） （開催６年前） （開催５年前）

愛媛県 福井県 茨城県 鹿児島県 三重県

開催内々定 県議会開催決議(H33.2) 開催内定

輸 送
交 通

輸送･交通

警 備
消 防
防 災

警備･消防

募金･協賛 募金･協賛

④
準 備
組織等 競技団体

③
 
県
準
備
委
員
会
（

実
行
委
員
会
）

組   　織

全体計画

専
　
門
　
委
　
員
　
会

総 務
企 画

会場地選定
経 費 負 担

情 報 通 信

広 報
県 民
運 動

広 報

県 民 運 動

文化プログラム

宿 泊
衛 生
観 光

宿 泊

医事･衛生

第８１回国民体育大会　開催準備総合計画

② 開催手続 開催要望書提出
（平成27年4月17日）

中央競技団体
正規視察

開催申請書提出
（文部科学省･日スポ協）

市 町 村

①

年　　　度

西　　　暦

逆　　　年

国体開催県

行幸啓関係

総 合 案 内

競 技
運 営

式 典
会 場

式 典

会 場

競 技 運 営

競 技 用 具

施 設
整 備

競技･式典
会 場

準備委員会 

総   会 

常任委員会 

総務企画専門委員会 

競技運営専門委員会 

施設整備専門委員会 

広報・県民運動専門委員会 宿泊･衛生･観光専門委員会 

輸 送 ･ 交 通 専 門 委 員 会 

警備・消防・防災専門委員会 

式 典 ･ 会 場 専 門 委 員 会 

募金･協賛推進専門委員会 

必要に応じて各専門委員会内に部会を設置 

開催基本方針等 

開催準備総合計画 

開 催 基 本 構 想 策 定 

開 催 準 備 総 合 計 画 

会場地市町村選定基本方針 

県及び会場地市町村の 
業務分担・経費負担基本方針 

正式競技、特別競技、公開競技、 
開・閉会式 会場地市町村選定（数次） 

県及び会場地市町村の 
業務分担・経費負担細目 

開催会場地の決定 

デモンストレーションスポーツ会場地市町村選定 

文化プログラム基本方針 

競技役員等養成基本計画 

競技役員等編成基本方針 

競技役員等養成基本方針 

競技役員等養成事業 

競技運営基本方針 

公開競技基本方針 

デモンストレーション 
スポーツ実施基本方針 

記録業務基本方針 

競技用具整備基本方針 

デモンストレーションスポーツ実施競技選定 

競技施設整備基本方針 競技施設基準 

競技施設整備調査 競技施設整備計画 

広報基本方針・基本計画 

愛称、スローガン、マスコットキャラクター、 
イメージソング等   募集・決定 

県民運動基本方針 県民運動基本計画 

宿泊基本方針 宿泊基本計画 

医事･衛生基本方針 医事･衛生基本計画 

式典基本方針 式典基本構想 

輸送･交通基本方針 輸送･交通基本計画 

国体募金・企業協賛 
推進･要項基本方針 

警備・消防・防災 
基本方針・基本計画 

開催内定イベント 

市町村担当者会議 

競技団体担当者会議 競技運営計画・競技役員等養成計画の作成 競技役員等養成の推進 

   会場地市町村国体  準備委員会（随時設置）

会場地市町村選定基準 

競技団体及び市町村への意向調査・ヒアリング 
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平成３４年度 平成３５年度 平成３６年度 平成３７年度 平成３８年度

2022 2023 2024 2025 2026

（開催４年前） （開催３年前） （開催２年前） （開催１年前） （開催年）

栃木県 佐賀県 滋賀県 青森県 宮崎県

開催決定･会期決定 国体リハーサル大会

第８１回国民体育大会　開催準備総合計画

文部科学省･日スポ協
総合視察

国体募金・企業協賛活動の推進 

県民運動の指針（各種媒体の作成及び配布、花いっぱい運動等の実施団体の支援など） 

ボランティアの募集・養成 

広報活動の推進（ホームページ、広報誌、ポスター、懸垂幕、横断幕、記録映像等） 

文化プログラムの実施 

リ 
 
ハ 

 
❘ 

 
サ 

 
ル 

 
大 

 
会 

第 
81 
回 
国 
民 
体 
育 
大 
会 
・ 
第 
26 
回 
全 
国 
障 
害 
者 
ス 
ポ 
❘ 
ツ 
大 
会 

開催準備総合計画 大会報告書 

警衛基本方針・基本計画 

総合案内基本方針 総合案内準備の推進 

日程最終調整 

総合案内 

総監督会議 

記録本部 

総合・競技別 
プログラム 

警衛等実施計画、日程等調整 

文化プログラム実施計画・実施要項・募集 

競技役員等編成 

競技用具整備計画 競技用具整備の推進 

リハーサル大会 
開催基準要綱 リハーサル大会実施本部 

記録関係業務基本計画 記録関係業務運営要綱 

県・市町村の競技施設及び式典会場整備の推進 

情報通信基本方針 情報通信基本計画 情報通信システムの調整 情報通信本部 

全国報道者会議 

報道本部 開催１年前イベント 開催決定イベント 

医事･衛生対策各種要項 医療救護要項 

標準献立作成基本方針 標準献立普及実施要領 標準献立普及講習 

宿泊要項 宿泊本部 

救護本部・救護所 

輸送本部 

式典本部 

警備本部 

消防・防災本部 

宿泊準備の推進（総合配宿計画、広域配宿及び民泊基本計画等） 

式典基本計画 式典準備の推進（式典演技、式典音楽、炬火リレー、リハーサル等） 

会場管理基本方針 会場管理基本計画 会場管理体制の整備 

輸送･交通業務指針 全国輸送基礎調査 開・閉会式輸送実施計画 

交通規制計画 全国輸送計画・会場地輸送調整 

警備･消防･防災準備の推進（関係機関との協力体制構築、業務指針、マニュアル等の作成など） 

競技日程決定 

馬事衛生対策本部 

実行委員会 

  準備委員会（随時設置） 会場地市町村国体実行委員会 市町村競技会実施本部 

平成 3 0年 ( 2 0 1 8 年 ) 7月 9日 

第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 

医事・衛生準備の推進（食品衛生、環境衛生、馬事衛生、防疫対策等） 
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第８１回国民体育大会会場地市町村選定基本方針 

 

 第８１回国民体育大会における会場地は、地方スポーツの普及・振興と地方文化の発展

に寄与することを目的とする国民体育大会の趣旨及び第８１回国民体育大会開催基本方針

に基づき、次のとおり選定する。 

 

１ 会場地は、県内それぞれの地域に根ざしたスポーツ文化活動の振興を図るため、地域

バランスに配慮して、可能な限り県内各地に分散する。 

 

２ 同一競技は、同一市町村で行うことを原則とするが、２市町村以上で開催する場合は

可能な限り近隣市町村で行う。 

 

３ 会場地の選定に当たっては、市町村における開催希望、当該希望競技に係る各種競技

会の開催実績、開催準備、大会運営、実施競技団体の意向、競技施設の状況、宿泊受入

能力、交通の利便性、その他地域振興等を考慮し、総合的に判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年(2017年)10月 30日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 
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第８１回国民体育大会会場地市町村選定基準 

 

 第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）における会場地市町村は、第８１回国

民体育大会会場地市町村選定基本方針に基づき、次により選定する。 

 

１ 選定の対象 

  正式競技と特別競技の会場地市町村とする。 

  なお、公開競技、デモンストレーションスポーツについては、別途選定する。 

 

２ 選定の基準 

  次の基準により、総合的な判断、評価のもとに選定する。 

 （１）施設所有者の同意を前提として、市町村の開催希望と競技団体の意向が原則とし 

て合致していること。 

 （２）同一競技を複数の市町村に分けて実施する場合は、大会運営に支障をきたさない 

こと。 

（３）競技施設は、「国民体育大会開催基準要項細則（公益財団法人日本スポーツ協

会）」で定める施設基準（以下「施設基準」という。）を踏まえ、施設の新設・改

修等に当たっては、大会開催後の地域スポーツ振興への有効的な活用を考慮するこ

と。 

なお、施設の状況等によっては、施設基準の弾力的な運用を関係機関に対し要請 

する。 

（４）競技役員等の確保、付帯施設（観客席、駐車場、練習会場等）の整備、各種競技

会の開催実績、地域住民ボランティアとしての参画など大会運営に必要な環境や体

制が十分整えられること。 

 （５）選手・役員の輸送及び交通手段並びに宿舎を確保できること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年(2017年)10月 30日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 
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〔参考〕選定の手続き（概要） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市町村競技開催意向調査の実施 

・競技団体会場地希望調査の実施 

・施設現地確認 

・市町村・競技団体のヒアリング、協議、調整 

・会場地市町村選定（案）の作成 

 → 総務企画専門委員会にて審議 

・会場市町村の選定 

 → 常任委員会にて審議、決定 
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第８１回国民体育大会競技施設整備基本方針 

 

 第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）の競技施設は、第８１回国民体育大会

開催基本方針に基づき、「国民体育大会開催基準要項（公益財団法人日本スポーツ協会）」

が定める施設基準を尊重し、次のとおりとする。 

 

１ 競技施設は、可能な限り県内の既存施設を活用する。 

 

２ 施設基準等の弾力的な運用を関係機関に要請するとともに、やむを得ず施設整備を行

う場合は、真に必要な施設に限定し、大会終了後においても地域住民に広く活用される

よう配慮する。 

 

３ 施設整備に当たっては、競技運営に支障がないよう、計画の段階から当該競技団体及

び関係機関と十分協議するとともに、ユニバーサルデザインへの対応に努め、自然・環

境・景観に十分配慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年(2017年)10月 30日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 
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第８１回国民体育大会県及び会場地市町村の 

業務分担・経費負担基本方針 

 

 第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）の開催に当たり、県及び会場地市町村

は、次の基本方針に基づき業務を分担し、経費を負担するものとする。 

 

１ 県が分担する業務と負担する経費 

（１）全県的な業務推進の基本となる計画の策定及び当該計画の実施並びに推進に必要な

総合調整、連絡及び指導に関する業務を分担し、経費を負担する。 

（２）開・閉会式の実施及び大会実施本部の運営等、全県的・総合的な大会の準備・運営

に関する業務を分担し、経費を負担する。 

（３）競技会場及び練習会場となる県有施設・設備の整備に関する業務を分担し、経費を

負担する。 

 

２ 会場地市町村が分担する業務と負担する経費 

（１）競技会の会場地として必要な業務の計画策定及び当該計画の実施並びに推進に必要

な調査、連絡及び調整に関する業務を分担し、経費を負担する。 

（２）競技会の表彰式の実施及び競技会実施本部の運営等、競技会実施の準備・運営に関

する業務を分担し、経費を負担する。 

（３）競技会場及び練習会場となる市町村有の施設・設備の整備に関する業務を分担し、

経費を負担する。 

 

３ 業務分担、経費負担の細目 

  県及び会場地市町村の業務分担、経費負担の細目については、別に定める。 

 

 

平成 29年(2017年)10月 30日

第 １ 回 常 任 委 員 会 決 定 
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平成 30 年(2018 年)7 月 9 日 
第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 

第８１回国民体育大会競技役員等編成基本方針 

 

第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）における競技役員等の編成は、大会に

おける競技会の運営が円滑に行われるよう、次の基本方針に基づき実施する。 

 

１ 基本方針 

（１）競技役員等の編成は、公益財団法人日本スポーツ協会の定める「国民体育大会開催

基準要項」（以下「要項」という。）及び同細則並びに「国民体育大会各競技会開催

にあたる競技役員編成基準」に基づき、第８１回国民体育大会宮崎県準備（実行）委

員会（以下「宮崎県準備（実行）委員会」という。）が、会場地市町村準備（実行）

委員会及び県・中央競技団体と十分協議して行うこととする。 

（２）競技役員等の編成は、１人１競技を原則として、県及び地域スポーツの普及・振興

を図るため、できる限り県内役員とし、競技団体及び会場地市町村の実情に即し、必

要最低限の人数により最大の効果をあげることができるように適正な配置を行うこと

とする。 

（３）競技役員等の編成は、競技団体及び会場地市町村関係者のみならず、広く県民の積

極的な参加と協力が得られるよう配慮する。 

 

２ 競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容 

（１）競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容は、別表のとおりとする。 

（２）競技役員等の編成案は、会場地市町村準備（実行）委員会が競技団体等と協議の上

作成し、宮崎県準備（実行）委員会において決定する。 

 

３ 競技役員等の調整 

競技役員等の編成に当たり、重複して競技役員等（監督、コーチ及び選手を含む）と

なる可能性がある場合は、原則として次により関係者が協議して調整する。 

（１）監督、コーチ及び選手並びに競技役員等の重複については、監督、コーチ及び選手

を優先する。 

（２）２競技以上にわたる競技役員等の重複については、その業務内容により、関係者が

協議して調整する。 

（３）同一競技における競技役員等の重複については、その業務内容により認める。 

（４）開・閉会式及び集団演技関係役員と競技役員等の重複については、その業務内容に

より認める。 
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【別表】競技役員等の種類、定義及び編成方法並びに業務内容 

 役 職 名 定 義 編 成 方 法 業 務 内 容 

競
技
会
運
営
（
試
合
等
） 

①競技会役員 

要項第２３

項第２号の

規定に該当

する者 

名誉会長、会長、副会長、

顧問、参与、委員長、副委

員長及び委員 

 

 

 

②競技役員  

 

審判員 
競技の審判

に携わる者 

〇原則として、県内有資

格者 

 

〇必要に応じて中央及び

近県競技団体関係者を

含める。 

 

総括、総務、運営、  

審判、記録、出発、  

監察、放送、召集、  

掲示、進行、報道、  

表彰、救護、得点掲示、 

会場、記録送受信、 

総合成績計算  等 

 

運営員 

競技会の運営

に携わる者

（審判員を除

く。） 

〇原則として、県競技団

体関係者と会場地市町

村関係者等 

 

〇必要に応じて中央及び

近県競技団体関係者を

含める。 

③競技補助員 
競技役員の

業務補助に

携わる者 

会場地市町村及び周辺市

町村に在住する当該競技

関係者 

競技役員の業務を補助 

競
技
会
場
運
営 

①競技会係員 

宿泊・輸送・

歓迎 ・駐車

場等の競技

会を支援す

る間接的な

業務に携わ

る者 

会場地市町村関係者等 

 

総括、総務、接待、  

宿泊、輸送、警備、  

駐車場、入場券販売、  

施設管理、会場美化、  

練習会場、会場整理、  

プログラム販売、 

受付案内、弁当、等 

 

②競技会補助員 

競技会係員

の業務補助

に携わる者 

会場地市町村及び周辺市

町村に在住する者 
競技会係員の業務補助 

  注）競技役員のうち、競技役員、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員の想定さ

れる業務内容である。 
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平成 30 年(2018 年)7 月 9 日 
第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 

第８１回国民体育大会競技役員等養成基本方針 

 

第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）の競技運営に当たる競技役員等の養成

は、競技会の円滑な運営と本県及び地域スポーツの一層の普及・振興を図り、大会後も各

競技の普及・強化につなげるために、次の基本方針に基づいて計画的に推進する。 

 

 

１ 競技役員等については、中央競技団体と連携のうえ、できる限り県内有資格者により

必要人数を確保することを目標として養成する。 

 

２ 競技役員等は、円滑な競技運営を図るため、役員の負担軽減を考慮し、１人１競技を

原則として養成する。 

 

３ 競技役員等は、県、会場地市町村、競技団体等の業務分担を明確にし、十分に連携を

図りながら計画的に養成する。 

 

４ 資格が必要な競技役員については、資格取得及び資質の向上が重要となることから、

各競技団体ごとに年次別養成計画を策定し養成する。 

 

５ 資格が必要のない競技役員等については、本県及び地域スポーツの普及・振興を図る 

ため、広く県民の積極的な参加と協力を呼びかけ、各競技会場地及びその周辺において、

できる限り確保できるよう養成する。 
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平成 30 年(2018 年)7 月 9 日 
第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 

第８１回国民体育大会競技役員等養成基本計画 

 

第８１回国民体育大会の競技運営に当たる競技役員等の養成については、「第８１回国

民体育大会競技役員等編成基本方針」及び「第８１回国民体育大会競技役員等養成基本方

針」に基づき、第８１回国民体育大会競技役員等養成基本計画を作成し、計画的かつ円滑

な事業の推進を図る。 

 

１ 養成対象 

競技役員（審判員・運営員）、競技補助員、競技会係員及び競技会補助員を養成の対 

象とする。 

 

２ 業務分担 

（１）競技役員（審判員・運営員）及び競技補助員については、競技団体がその養成を

行う。 

（２）競技会係員及び競技会補助員については、会場地市町村が関係団体と十分協議 

し、その養成を行う。 

（３）県は、競技団体及び会場地市町村と連携を図り、競技役員等の養成計画の推進に努

める。 

 

３ 養成事業 

（１）競技役員（審判員・運営員）の養成事業については、次のとおりとする。 

 ① 県内講師による県内講習会 

 ② 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会 

 ③ 中央及びブロックの競技団体主催の講習会への派遣 

 ④ 中央及びブロックの競技団体主催の大会への派遣 

 

（２）競技補助員、競技会係員及び競技会補助員の養成事業については、次のとおりとす

る。 

① 県内講師による県内講習会 

② 中央及びブロックの競技団体講師による県内講習会 
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４ 養成実施年次計画 

  競技役員等の養成実施年次計画は、次のとおりとする。 
 

年 度  

区分・内容 

平成 

30年 

平成 

31年 

平成 

32年 

平成 

33年 

平成 

34年 

平成 

35年 

平成 

36年 

平成 

37年 

平成 

38年 

８年前 ７年前 ６年前 ５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前 開催年 

競 

技 

役 

員 

審判員 
中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

        

運 

営 

員 

要資格 

運営員 

中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

        

その他 

運営員 

中央講習会等派遣

県内講習会 

 

 

 

    

 

   

競技補助員 県内講習会 

 

 

 

    

 

   

競技会係員 県内講習会 

 

 

 

     

 

  

競技会補助員 県内講習会 

 

 

 

     

 

  

 

５ 競技役員等の養成計画 

（１）競技役員等の具体的な養成計画は、各競技団体が別途作成する。 

（２）養成計画は、事業の進捗状況をふまえ、毎年見直しをする。  

資格取得、資格維持、資質向上 

資格取得、資格維持、資質向上 

養成、資質向上 

養成、資質向上 

養成 

養成 
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番号 種　別 市 町 村

少年男子

少年女子

　注）

会場地市町村第１次選定

　第８１回国民体育大会開催基本方針、会場地選定基本方針、会場地選定基準及び会場地市町村選定
の進め方に基づき、市町村と競技団体の開催希望が合致し、競合市町村のないものを第１次選定とす
る。

競 技 （ 種 目 ） 開催予定施設

1 サ ッ カ ー 女　子 西 都 市 清水台総合公園多目的広場

4 フ ェ ン シ ン グ 全 種 別 国 富 町 アリーナくにとみ

3 馬 術 全 種 別 綾 町 綾馬事公苑

2 セ ー リ ン グ 全 種 別 日 南 市 日南市大堂津ヨット競技場

な ぎ な た 全 種 別 日 之 影 町 日之影町立日之影中学校体育館

お倉ヶ浜総合公園野球場
お倉ヶ浜総合公園運動広場

5 ソ フ ト ボ ー ル 日 向 市

8
高 等 学 校 野 球
（ 硬 式 ・ 軟 式 ）

－ 日 南 市
天福公園野球場
日南総合運動公園野球場
南郷中央公園野球場

　開催予定施設は、現時点で競技を開催できる能力を有する施設として判断したものであり、今
後、中央競技団体視察の結果等により、会場の追加･変更等が生じる場合がある。

6 銃 剣 道 全 種 別 三 股 町 三股町武道体育館

7

平成 3 0年 ( 2 0 1 8年 ) 7月 9日

第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定
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第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 本会は、第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会（以下「準備委員会」という。）

と称する。 

（目的） 

第２条 準備委員会は、第８１回国民体育大会（以下「大会」という。）を宮崎県において

開催するために必要な準備を行うことを目的とする。 

（事業） 

第３条 準備委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 （１）大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

（２）大会における実施競技及び会場地市町村に関すること。 

 （３）大会開催に必要な施設・設備の整備計画に関すること。 

 （４）大会開催及び準備に係る経費に関すること。 

 （５）関係行政機関及び関係機関との連絡調整に関すること。 

 （６）その他大会を開催するために必要な準備に関すること。 

第２章 組織 

（構成） 

第４条 準備委員会は、会長、委員及び監事をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱又は任命する。 

（１）県及び市町村を代表する者 

（２）県及び市町村の議会を代表する者 

（３）関係競技団体その他関係機関・団体を代表する者 

（４）前各号に掲げる者のほか大会開催の準備に関係のある者 

（役員） 

第５条 準備委員会に次の役員を置く。 

（１）会  長  １名 

（２）副 会 長  ７名以内 

（３）常任委員 ６０名以内 

（４）監  事  ３名以内 

（役員の選任） 

第６条 準備委員会の会長は、宮崎県知事をもって充てる。  

２ 副会長及び常任委員は、総会の承認を得て委員のうちから会長が選任する。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

（役員の職務）  

第７条 会長は、準備委員会を代表し、会務を総理する。 

平成 29年(2017年)10月 30日

設 立 総 会 決 定 
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２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

が指名した副会長が、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１３条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、準備委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱及び選任されたときから

準備委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は辞任したものとみなし、そ

の後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充するこ

とができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告する。 

（顧問及び参与） 

第９条 準備委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 （報酬） 

第１０条 会長、委員、監事、顧問及び参与の報酬は、無報酬とする。 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１１条 準備委員会に、次の会議を置く。 

（１）総会 

（２）常任委員会 

（３）専門委員会 

（総会） 

第１２条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

（１）大会の開催に必要な方針に関すること。 

（２）会則の制定及び改廃に関すること。 

（３）事業計画及び事業報告に関すること。 

（４）予算及び決算に関すること。 

（５）常任委員会に委任する事項に関すること。 

（６）その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、総

会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、
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又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を含む。）

の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

７ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第１３条 常任委員会は、委員長、副委員長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじ

め委員長が指名した者がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議・決定し、その結果を必要に応じて次の総

会に報告する。 

（１）総会から委任された事項に関すること。 

（２）専門委員会の設置及び専門委員会への付託事項及び委任事項に関すること。 

（３）総会を招集するいとまがない緊急な事項に関すること。 

（４）その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会において準用する。 

９ 第８条の規定は、常任委員の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第１４条 専門委員会は、会長が委嘱する専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託又は委任された事項について調査・審議し、その結

果を常任委員会に報告する。 

３ 前２項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に諮り、会長

が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１５条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいとまがな

いとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分するこ

とができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、そ

の承認を得なければならない。 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１６条 準備委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第６章 財務及び会計 
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（経費） 

第１７条 準備委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（予算及び決算） 

第１８条 準備委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算については、監事の

監査を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１９条 準備委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとする。 

２ 準備委員会の財務及び会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

第７章 補則 

（委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別

に定める。 

（解散） 

第２１条 準備委員会は、第２条に規定する目的が達成されたとき、総会の議決を経て解散

するものとする。 

２ 準備委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この会則は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ 準備委員会の平成２９年度における会計年度は、第１９条第１項の規定にかかわらず、

前項に定める日から、平成３０年３月３１日までとする。 
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役職名 選出区分 機関・団体名及び役職

会長 県 宮崎県知事

県議会 宮崎県議会議長

宮崎県副知事

宮崎県副知事

宮崎県教育委員会教育長
県体協 公益財団法人宮崎県体育協会会長

宮崎県市長会会長

宮崎県町村会会長

宮崎県議会副議長

宮崎県議会総務政策常任委員会委員長

宮崎県議会厚生常任委員会委員長

宮崎県議会商工建設常任委員会委員長

宮崎県議会環境農林水産常任委員会委員長

宮崎県議会文教警察企業常任委員会委員長

宮崎県総合政策部長

宮崎県総務部長

宮崎県危機管理統括監

宮崎県福祉保健部長

宮崎県環境森林部長

宮崎県商工観光労働部長

宮崎県農政水産部長

宮崎県県土整備部長

宮崎県教育庁副教育長

宮崎県警察本部長

公益財団法人宮崎県体育協会副会長

公益財団法人宮崎県体育協会副会長

公益財団法人宮崎県体育協会副会長

公益財団法人宮崎県体育協会副会長

宮崎県スポーツ推進審議会会長

宮崎県スポーツ推進委員協議会会長

宮崎県レクリエーション協会会長

宮崎県障がい者スポーツ協会会長

宮崎県市議会議長会会長

宮崎県町村議会議長会会長

宮崎県市町村教育委員会連合会会長

宮崎県市町村教育長連絡協議会会長

宮崎県県立学校長協会会長

宮崎県中学校長会会長

宮崎県小学校長会会長

宮崎県私立中学高等学校協会会長

宮崎県高等学校体育連盟会長

宮崎県中学校体育連盟会長

宮崎県小学校体育連盟会長

一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭

宮崎県商工会連合会会長

宮崎県中小企業団体中央会会長

宮崎県経営者協会会長

宮崎経済同友会代表幹事

公益社団法人日本青年会議所九州地区宮崎ブロック協議会会長
宿泊・衛生・観光 公益財団法人みやざき観光コンベンション協会会長

通信・輸送 一般社団法人宮崎県バス協会会長

医療・福祉 公益社団法人宮崎県医師会会長

社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会会長

社会教育 宮崎県地域婦人連絡協議会会長

県 宮崎県会計管理者

宮崎県市長会事務局長

宮崎県町村会参与兼事務局長

監事

市町村

県議会

常任委員

県

産業・経済

市町村議会

市町村

市町村

学校関係

第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会役員名簿

県

県体協

スポーツ

　会長１名、副会長７名、常任委員４６名、監事３名

副会長
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区分 NO 機関･団体名及び役職

会長 1 ◎宮崎県知事

1 ○宮崎県議会議長

2 ○宮崎県副知事

3 ○宮崎県副知事

4 ○宮崎県教育委員会教育長

5 ○公益財団法人宮崎県体育協会会長

6 ○宮崎県市長会会長

7 ○宮崎県町村会会長

1 ◇宮崎県議会副議長

2 ◇宮崎県議会総務政策常任委員会委員長

3 ◇宮崎県議会厚生常任委員会委員長

4 ◇宮崎県議会商工建設常任委員会委員長

5 ◇宮崎県議会環境農林水産常任委員会委員長

6 ◇宮崎県議会文教警察企業常任委員会委員長

1 ◇宮崎県総合政策部長

2 ◇宮崎県総務部長

3 ◇宮崎県危機管理統括監

4 ◇宮崎県福祉保健部長

5 ◇宮崎県環境森林部長

6 ◇宮崎県商工観光労働部長

7 ◇宮崎県農政水産部長

8 ◇宮崎県県土整備部長

9 ◇宮崎県教育庁副教育長

10 ◇宮崎県警察本部長

11 　宮崎県企業局長

12 　宮崎県病院局長

13 　宮崎県議会事務局長

14 　宮崎県東京事務所長

1 ◇公益財団法人宮崎県体育協会副会長

2 ◇公益財団法人宮崎県体育協会副会長

3 ◇公益財団法人宮崎県体育協会副会長

4 ◇公益財団法人宮崎県体育協会副会長

スポーツ 1 ◇宮崎県スポーツ推進審議会会長

2 ◇宮崎県スポーツ推進委員協議会会長

3 ◇宮崎県レクリエーション協会会長

4 ◇宮崎県障がい者スポーツ協会会長

5 　一般財団法人宮崎陸上競技協会会長

6 　一般財団法人宮崎県水泳連盟会長

7 　宮崎県バレーボール協会会長

8 　宮崎県軟式野球連盟会長

9 　宮崎県ソフトテニス連盟会長

10 　宮崎県卓球協会会長

　第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会委員等名簿

副会長

県議会

県

県体協
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11 　宮崎県弓道連盟会長

12 　宮崎県ラグビーフットボール協会会長

13 　一般社団法人宮崎県サッカー協会会長

14 　一般社団法人宮崎県バスケットボール協会会長

15 　宮崎県柔道連盟会長

16 　宮崎県剣道連盟会長

17 　宮崎県相撲連盟会長

18 　宮崎県体操協会会長

19 　宮崎県馬術連盟会長

20 　宮崎県山岳連盟会長

21 　宮崎県ソフトボール協会会長

22 　宮崎県バドミントン協会会長

23 　宮崎県テニス協会会長

24 　宮崎県ウエイトリフティング協会会長

25 　宮崎県ハンドボール協会会長

26 　宮崎県自転車競技連盟会長

27 　宮崎県レスリング協会会長

28 　宮崎県ライフル射撃協会会長

29 　宮崎県ボクシング連盟会長

30 　宮崎県銃剣道連盟会長

31 　宮崎県フェンシング協会会長

32 　宮崎県ボート協会会長

33 　宮崎県アーチェリー協会会長

34 　宮崎県セーリング連盟会長

35 　宮崎県ホッケー協会会長

36 　宮崎県空手道連盟会長

37 　宮崎県スケート協会会長

38 　宮崎県スキー連盟会長

39 　宮崎県なぎなた連盟会長

40 　宮崎県カヌー協会会長

41 　宮崎県ボウリング連盟会長

42 　宮崎県ゲートボール協会会長

43 　宮崎県アイスホッケー連盟会長

44 　宮崎県グラウンド･ゴルフ協会会長

45 　宮崎県武術太極拳連盟会長

46 　宮崎県ゴルフ協会会長

47 　宮崎県トライアスロン連合会長

48 　宮崎県綱引連盟会長

49 　宮崎県エアロビック連盟会長

50 　宮崎県バウンドテニス協会会長

51 　宮崎県パワーリフティング協会会長

52 　宮崎県高等学校野球連盟会長

53 　宮崎県スポーツ少年団本部長

54 　宮崎県総合型地域スポーツクラブ連絡協議会会長

市町村 1 ◇宮崎県市議会議長会会長

2 ◇宮崎県町村議会議長会会長

スポーツ
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3 ◇宮崎県市町村教育委員会連合会会長

4 ◇宮崎県市町村教育長連絡協議会会長

5 　宮崎市長

6 　都城市長

7 　延岡市長

8 　日南市長

9 　小林市長

10 　日向市長

11 　串間市長

12 　西都市長

13 　えびの市長

14 　三股町長

15 　高原町長

16 　国富町長

17 　綾町長

18 　高鍋町長

19 　新富町長

20 　西米良村長

21 　木城町長

22 　川南町長

23 　都農町長

24 　門川町長

25 　諸塚村長

26 　椎葉村長

27 　美郷町長

28 　高千穂町長

29 　日之影町長

30 　五ヶ瀬町長

1 ◇宮崎県県立学校長協会会長

2 ◇宮崎県中学校長会会長

3 ◇宮崎県小学校長会会長

4 ◇宮崎県私立中学高等学校協会会長

5 ◇宮崎県高等学校体育連盟会長

6 ◇宮崎県中学校体育連盟会長

7 ◇宮崎県小学校体育連盟会長

8 　国立大学法人宮崎大学学長

9 　公立大学法人宮崎県立看護大学学長

10 　公立大学法人宮崎公立大学学長

11 　南九州大学学長

12 　宮崎産業経営大学学長

13 　宮崎国際大学学長

14 　学校法人順正学園九州保健福祉大学学長

15 　南九州短期大学学長

16 　宮崎学園短期大学学長

17   独立行政法人国立高等専門学校機構都城工業高等専門学校校長

18 　一般社団法人宮崎県専修学校各種学校連合会会長

市町村

学校関係
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学校関係 19 　宮崎県国公立幼稚園・こども園長会会長

20 　宮崎県幼稚園連合会会長

21 　一般社団法人宮崎県保育連盟連合会理事長

22 　宮崎県認定こども園協会会長

国 1 　国土交通省九州運輸局宮崎運輸支局長

2 　国土交通省九州地方整備局宮崎河川国道事務所長

3 　宮崎海上保安部長

4 　宮崎地方気象台長

5 　自衛隊宮崎地方協力本部長

産業・経済 1 ◇一般社団法人宮崎県商工会議所連合会会頭

2 ◇宮崎県商工会連合会会長

3 ◇宮崎県中小企業団体中央会会長

4 ◇宮崎県経営者協会会長

5 ◇宮崎経済同友会代表幹事

6 ◇公益社団法人日本青年会議所九州地区宮崎ブロック協議会会長

7 　一般社団法人宮崎県銀行協会会長

8 　宮崎県信用金庫協会会長

9 　宮崎県農業協同組合中央会会長

10 　宮崎県経済農業協同組合連合会代表理事会長

11 　宮崎県森林組合連合会代表理事会長

12 　宮崎県漁業協同組合連合会代表理事会長

13 　一般社団法人宮崎県建設業協会会長

14 　九州電力株式会社宮崎支社執行役員宮崎支社長

1 ◇一般社団法人宮崎県バス協会会長

2 　西日本電信電話株式会社宮崎支店支店長

3 　ＫＤＤＩ株式会社理事九州総支社長

4 　日本航空株式会社宮崎支店支店長

5 　全日本空輸株式会社宮崎支店支店長

6 　株式会社ソラシドエア代表取締役社長

7 　九州旅客鉄道株式会社宮崎総合鉄道事業部長

8 　西日本高速道路株式会社九州支社宮崎高速道路事務所長

9 　一般社団法人宮崎県タクシー協会会長

10 　一般社団法人宮崎県トラック協会会長

11 　宮崎カーフェリー株式会社代表取締役社長

宿泊・衛生・観光 1 ◇公益財団法人みやざき観光コンベンション協会会長

2 　公益社団法人宮崎県食品衛生協会会長

3 　公益社団法人宮崎県栄養士会会長

4 　一般社団法人全国旅行業協会宮崎県支部長

5 　一般社団法人日本旅行業協会宮崎地区委員会委員長

6 　宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合理事長

医療・福祉 1 ◇公益社団法人宮崎県医師会会長

2 ◇社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会会長

3 　一般社団法人宮崎県歯科医師会会長

4 　一般社団法人宮崎県薬剤師会会長

5 　公益社団法人宮崎県看護協会会長

6 　日本赤十字社宮崎県支部支部長

通信・輸送
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警備・消防 1 　公益財団法人宮崎県消防協会会長

2 　公益社団法人宮崎県防犯協会連合会会長

3 　一般財団法人宮崎県交通安全協会代表理事会長

文化・芸術 1 　公益財団法人宮崎県芸術文化協会会長

1 ◇宮崎県地域婦人連絡協議会会長

2 　宮崎県ＰＴＡ連合会会長

3 　宮崎県高等学校ＰＴＡ連合会会長

4 　宮崎県幼稚園ＰＴＡ連合会会長

5 　宮崎県私立中学校高等学校保護者連合会会長

6 　日本ボーイスカウト宮崎県連盟理事長

7 　一般社団法人ガールスカウト宮崎県連盟連盟長

8 　公益財団法人宮崎県老人クラブ連合会会長

9 　公益社団法人宮崎県青少年育成県民会議会長

10 　一般社団法人宮崎県子ども会育成連合会会長

11 　公益社団法人宮崎県緑化推進機構理事長

12 　宮崎県公民館連合会会長

13 　公益財団法人宮崎県国際交流協会会長

1 　衆議院議員

2 　衆議院議員

3 　衆議院議員

4 　衆議院議員

5 　参議院議員

6 　参議院議員

1 　宮崎県議会議員

2 　宮崎県議会議員

3 　宮崎県議会議員

4 　宮崎県議会議員

5 　宮崎県議会議員

6 　宮崎県議会議員

7 　宮崎県議会議員

8 　宮崎県議会議員

9 　宮崎県議会議員

10 　宮崎県議会議員

11 　宮崎県議会議員

12 　宮崎県議会議員

13 　宮崎県議会議員

14 　宮崎県議会議員

15 　宮崎県議会議員

16 　宮崎県議会議員

17 　宮崎県議会議員

18 　宮崎県議会議員

19 　宮崎県議会議員

20 　宮崎県議会議員

21 　宮崎県議会議員

22 　宮崎県議会議員

23 　宮崎県議会議員

国会議員

社会教育

県議会
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県議会 24 　宮崎県議会議員

25 　宮崎県議会議員

26 　宮崎県議会議員

27 　宮崎県議会議員

28 　宮崎県議会議員

29 　宮崎県議会議員

県教育委員会 1 　宮崎県教育委員会委員

2 　宮崎県教育委員会委員

3 　宮崎県教育委員会委員

4 　宮崎県教育委員会委員

5 　宮崎県教育委員会委員

1 　株式会社朝日新聞社宮崎総局長

2 　株式会社毎日新聞社宮崎支局長

3 　株式会社読売新聞西部本社宮崎支局長

4 　株式会社西日本新聞社宮崎総局長

5 　株式会社日本経済新聞社宮崎支局支局長

6 　株式会社南日本新聞社宮崎支局長

7 　株式会社宮崎日日新聞社社長

8 　株式会社夕刊デイリー新聞社社長

9 　一般社団法人共同通信社宮崎支局長

10 　株式会社時事通信社宮崎支局長

11 　日本放送協会宮崎放送局長

12 　株式会社宮崎放送代表取締役社長

13 　株式会社テレビ宮崎代表取締役社長

14 　株式会社エフエム宮崎代表取締役社長

15 　株式会社ケーブルメディアワイワイ代表取締役社長

16 　宮崎ケーブルテレビ株式会社代表取締役社長

17 　ＢＴＶ株式会社代表取締役

監事 1   宮崎県会計管理者

2   宮崎県市長会事務局長

3   宮崎県町村会参与兼事務局長

◎会長、○副会長、◇常任委員
計２５７名

報道
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平成 30 年(2018 年)7 月 9 日 

第 ２ 回 常 任 委 員 会 決 定 

 
第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会会則第１４条第３項の規

定に基づき、専門委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

（委員会の種類等） 

第２条 委員会の種類並びに常任委員会からの付託事項及び委任事項は、別表のとおり 

とする。 

（役員） 

第３条 委員会に次の役員を置く。 

 （１）委 員 長 １名 

 （２）副委員長 １名 

２ 委員長及び副委員長は、第８１回国民体育大会宮崎県準備委員会会長(以下「会長」

という｡)が委嘱する。 

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第４条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

３ 委員長は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴

くことができる。 

（部会） 

第５条 委員会は、運営上必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（委任） 

第６条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会

長の承認を得て別に定める。 

   附 則  

 この規程は、平成２９年１０月３０日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成３０年７月９日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

委員会名 付託事項 委任事項 

総務企画専門委員会 

 

１ 総合的な計画の立案に関する

こと。 

２ 会場地選定に関すること。 

３ 県及び会場地市町村の業務分

担に関すること。 

４ 他の専門委員会に属さない重

要な事項に関すること。 

１ 総合的な計画の推進に関する

こと。 

２ 文化プログラムに関すること。  

３ 他の専門委員会に属さない事

項に関すること。 

競技運営専門委員会 

 

１ 競技運営等の基本的事項に関

すること。 

２ 競技運営に係る計画の立案に

関すること。 

３ 競技用具の整備計画の事項に

関すること。 

４ その他の競技運営に係る重要

な事項に関すること。 

１ 競技運営に係る計画の推進に

関すること。 

２ 競技役員等の養成及び編成に

関すること。 

３ 競技用具整備の推進に関する

こと。 

４ デモンストレーションスポー

ツに関すること。 

５ リハーサル大会に関すること。 

６ 競技記録に関すること。 

７ その他競技運営に関すること。 

施設整備専門委員会 

 

１ 競技施設及び関連施設の基本

的事項に関すること。 

２ 開・閉会式会場及び関連施設

整備の基本的事項に関するこ

と。 

３ 情報通信施設の基本的事項に

関すること。 

４ その他施設に係る重要事項に

関すること。 

１ 競技施設及び関連施設の調

査、調整等に関すること。 

２ 開・閉会式会場及び関連施設

の調査、調整等に関すること。 

３ 情報通信施設の調査、調整等

に関すること。 

４ その他施設に係る調査、調整

等に関すること。 

 

広報・県民運動 

専門委員会 

１ 広報の基本的事項に関するこ

と。 

２ 県民運動の基本的事項に関す

ること。 

３ その他広報及び県民運動に係

る重要な事項に関すること。 

１ 広報及び啓発の実施に関する

こと。 

２ 県民運動の推進に関すること。 

３ 愛称・スローガン、マスコッ

ト等に関すること。 

４ 報道機関との調整に関するこ

と。 

５ 記録映像及び記録写真に関す

ること。 

６ その他広報及び県民運動に関

すること。 
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